
 さいたま市子ども家庭総合センター

①所在地
   さいたま市浦和区上木崎4丁目4番10号
②施設の設置目的
   子ども・家庭をとりまく課題に総合的に取り組み、子ども・家庭、地域の子育
　 て機能を総合的に支援することを目的とする。
③施設の概要
　・敷地面積：13,906.27㎡
　・建築面積：　4,082.94㎡
　・主な施設
　１階：総合案内・ぱれっとひろば・つながりカフェ・なんでも子ども相談窓口
　　　　・なんでも若者相談窓口・中高生活動スペース・バンドスタジオ
　　　　・ダンススタジオ・子ども研究センター・多目的ホール・調理室・屋根
　　　　付き運動場
　２階：南部児童相談所
　３階：子どもケアホーム・あいぱれっと教育相談室
　４階：子ども家庭総合センター総務課・北部児童相談所・南部児童相談所・
　　　　 こころの健康センター・総合教育相談室・子ども家庭支援課・
　　　　 男女共同参画相談室・子ども家庭総合センター内診療室
　屋外：駐車場・駐輪場・冒険はらっぱ

 アイル・オーエンスグループ

①指定期間
　 令和５年４月１日～令和１０年３月３１日
②指定管理料（直近3か年）
　 令和４年度129,385千円、令和５年度121,822千円、令和６年度122,842千円

（4）指定期間、指定管理料

（5）施設の管理運営の内容

令和６年度指定管理者評価シート

１　管理運営の状況等

（1）施設名

（3）指定管理者

（2）施設概要

①運営業務の状況（利用状況含む）
◇利用状況
　・あいぱれっと利用者総数延べ          234,627人（前年度  206,709人）
　　（内訳） ぱれっとひろば                  132,218人（前年度  124,518人）
　　　　　　　屋根付き運動場                  12,251人（前年度     9,347人）
　　　　　　　つながりカフェ                     68,426人（前年度    49,791人）
　　　　　　　中高生スペース　                  2,799人（前年度     2,050人）
　　　　　　　貸館                                 17,410人（前年度   18,813人）
　　　　　　　若者相談　                          1,523人（前年度     2,190人）
　・利用者数前年度比                        +27,918人（前年度 　　+13.5％）

◇業務実施状況
　・総合相談機能の事業運営業務
　・「地域の子育て」支援業務
　・世代間・活動拠点機能の事業運営業務
　・子ども家庭総合センター内実務者調整会議等への参画業務
　・総合案内業務
　・貸館業務
　・主催事業
　　”子どもの遊びプログラム”、”親子の遊びプログラム”等、15種類のプログ
　　ラム別に、78事業、257回を企画、開催した。



①収入
　・事業収入　　　　　　　　　 58千円　  （前年度         76千円）
　・指定管理料収入　 122,842千円　  （前年度　121,822千円）

②支出
　・人件費　　　　　 　 　107,837千円    （前年度 106,022千円）
　・事務費　　　　　　  　　 5,843千円    （前年度　　5,139千円）
　・施設管理費　　　 　    6,204千円    （前年度    6,095千円）
　・事業費　　　　　　　  　 5,428千円    （前年度　  4,495千円）

令和６年１１月～１２月に利用者満足度調査を実施した。
自由意見で要望があったベビーチェアの設置について、３脚購入して”ぱれっ
とひろば”利用者が自由に利用できるように設置してある。

地域で子育てを支援する施設として、地域の方々に「あいぱれっとボランティ
ア」として登録をしていただいている。ボランティアには学生から高齢者までが
登録しており、活動内容として、主催事業の事前準備から当日の運営、また、
四季それぞれの作品を制作してエントランスに飾り付けを行う等、本人の都合
や事業内容に応じて参加している。さらに、利用者との交流だけではなく、ボラ
ンティア同士や職員との交流の場にもなっている。

（8）その他

②維持管理業務の状況
　・施設の修繕、補修の実施
　　利用者が、安心・安全に遊べるよう危険、劣化個所の修繕を行った。
　・衛生管理及び安全対策の実施
　　12：00～13:00に一時閉館し、職員による換気、消毒、清掃作業を行い、
　　子どもたちが利用するおもちゃ等も清潔な状態を保っている。

③その他の業務
　・専門機関との連携業務の実施
　　なんでも若者相談、”ぱれっとひろば”での見守りを通じて児童相談所等の
　　専門相談機関との適切な連携を行った。
　・地域住民等との協働により運営を実施
　　地域で子育てを支える趣旨に基づき、地域の幅広い世代の方々に趣旨を
　　御理解いただき、ボランティアとして活躍していただいた。

（7）利用者アンケート等による
　　市民からの意見・要望等へ
　　の対応

（6）収支状況



（指定管理者から提案のあった項目の達成状況）

達成状況

区役所の子育て政策関連部署と連携、協力して「子育て応援サロン」を開催す
ることにより、市内へ転入してきた子育て世帯や初めての子育てを経験する家
庭を対象にさいたま市での子育てに関する情報を発信、提供している。

”あいぱれっと”の魅力と利用者の満足度の向上、持続可能な施設運営を図
るため、開設時からの遊具の更新や新たなコンテンツを計画的に導入、更新
を行っている。

（1）指定管理者による評価

空間プロデュースの計画的実
施

①施設の適正な管理については、年度実施計画書、設置条例、施行規則、業務仕様書、年度協定書の規定、
また、個人情報等の守秘義務を遵守し、設置目的に基づき、適正かつ適切に事業を推進して管理業務を行う
ことができた。

②施設運営については、乳幼児から大人まで年間２３万人を超える利用者が訪れる子育て支援施設として、利
用者が安全に利用していただくことを最優先に運営を行った。

③総合相談業務の運営については、”なんでも若者相談”や市で管轄している”なんでも子ども相談”と連携し
て、「ぱれっとひろば」や「中高生活動スペース」等の施設利用者を必要に応じて専門機関へ繋げる役割を果た
した。

④利用者の満足度については、毎年実施してる、「利用者満足度調査」において、満足度は100％近い評価を
得ており、常に、利用者目線に立ち、今後も継続・持続できるよう、また、自由意見で寄せられたご意見にも施
設の管理運営に反映できるよう努めていきたい。

３　評価

子育て支援情報の発信を実施

提案内容

２　提案内容の達成状況



（2）さいたま市の評価（評価担当課：子ども未来局子ども家庭総合センター総務課）

（3）来年度の管理運営に対する指導事項等

　引き続き、適正な施設の管理運営を行うよう指導する。

総合評価（B）※A～Ｄ
①　市民の平等利用、市民サービスの向上、利用促進等に関する取組
　　　事業計画書や協定書に従い、年間を通じ、適正に業務履行された。
②　経費の節減に関する取組
　　　事業計画書や協定書に従い、年間を通じ、適正に業務履行された。
③　適正な管理運営の確保に対する取組
　　　事業計画書や協定書に従い、年間を通じ、適正に業務履行された。

総合評価　B　　適正に施設の管理運営が行われている。


